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新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防に向けて（通知）

令和２年７月１日付「新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防に向けて」（事務連

絡）を受け、当面の間、令和元年７月２６日付「熱中症対策に資する現場管理費の補正

の試行について（通知）」（技管－２８７）を以下のとおり読み替えて対応してくださ

い。

１．読替内容

１．用語の定義

（１）真夏日

日最高気温が３０度以上の日をいう。

上記内容を、次の通り読み替えるものとする。

１．用語の定義

（１）真夏日

日最高気温が２８度以上の日をいう。

２．適用

本通知は、令和２年４月２０日以降に新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防を

実施した工事に適用するものとする。なお、既契約工事にも適用するものとする。

３．関係通知等

・令和２年７月１日付「新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防に向けて」（事務連絡）

・令和２年４月２０日「工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の

徹底について」（事務連絡）

・令和元年７月２６日付「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について（通知）」（技管

－２８７）
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